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〇

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
百
六
十
一
号

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

九
州
凸
版
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　

次
の
興
行
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

指
定
年
月
日

種　

類

題　
　
　
　
　
　
　
　

名

制

作

社

名

又
は
配
給
社
名

指　

定　

理　

由

令
元
・

　

八
・
二
三

映　

画

再
会
の
浜
辺　

後
悔
と
寝
た
女

オ
ー
ピ
ー
映
画
　

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

〃

〃

暴
虐
女
拷
問

新
東
宝
映
画

〃

〃

セ
ー
ル
ス
レ
デ
ィ　

ホ
ッ
ト
な
愛
蜜

新
東
宝
映
画

〃

〃

さ
か
り
荘　

メ
イ
ド
ち
ゃ
ん
ご
用
心

オ
ー
ピ
ー
映
画

〃

〃

だ
ま
さ
れ
て
ペ
ロ
ペ
ロ　

わ
か
れ
て
貰
い
ま
す

オ
ー
ピ
ー
映
画

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
六
十
二
号

　

次
の
図
書
等
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健

全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
こ
れ
を
有
害
図
書
等
に
指
定
し
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

指
定
年
月
日

種　

類

名　
　
　
　
　
　
　

称

発
行
所
名
等

指
定
理
由

令
元
・

　

八
・
一
九

雑　

誌

実
話
時
代　

二
〇
一
九　

九
月
号

三
和
出
版
㈱

　

著
し
く
青
少

年
に
粗
暴
性
又

は
残
虐
性
を
植

え
付
け
、
そ
の

健
全
な
育
成
を

害
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
。

　

著
し
く
青
少

年
の
性
的
感
情

を
刺
激
し
、
又

は
著
し
く
青
少

一



令
和
元
年
九
月
三
日

二

大
分
県
報
（
告
示
）

受
付
締
切
期
日

令
元
・
一
〇
・
二
〇

レ
ポ
ー
ト
提
出
締
切
期
日

令
元
・
一
一
・
三
〇

四　

第
一
型
の
研
修
の
科
目
及
び
時
間
数

　

１　

廃
棄
物
の
処
理
（
初
回
者
）　
　
　
　
　

二
時
間

　

２　

衛
生
法
規
及
び
公
衆
衛
生　
　
　
　
　
　

一
時
間

　

３　

洗
濯
物
の
受
取
、
保
管
及
び
引
渡
し　
　

一
時
間

　

４　

洗
濯
物
の
処
理　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
時
間

　

５　

繊
維
及
び
繊
維
製
品　
　
　
　
　
　
　
　

一
時
間

五　

第
二
型
の
研
修
及
び
講
習
の
科
目
及
び
レ
ポ
ー
ト
課
題

　

１　

衛
生
法
規
及
び
公
衆
衛
生

　

２　

洗
濯
物
の
受
取
、
保
管
及
び
引
渡
し

　

３　

洗
濯
物
の
処
理

　

４　

繊
維
及
び
繊
維
製
品

六　

受
講
料

　
　

第
一
型
研
修
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
資
格
取
得
講
習
を
含
む
。
）　

八
千
円

　
　

第
一
型
研
修
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
資
格
取
得
講
習
を
除
く
。
）　

五
千
円

　
　

第
一
型
研
修
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
資
格
取
得
講
習
の
み
の
も
の
）
三
千
円

　
　

第
二
型
研
修　

五
千
円

　
　

第
二
型
講
習　

四
千
五
百
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
六
十
四
号

　

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物

質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

　
　

臼
杵
市
大
字
搔
懐
字
柳
場
五
十
四
番
四
の
一
部

二 　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に

〃

雑　

誌

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ　

月
刊
九
月
号

㈱
大
洋
図
書

年
の
犯
罪
若
し

く
は
自
殺
を
誘

発
し
、
そ
の
健

全
な
育
成
を
害

す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
六
十
三
号

　

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
八
条
の
三
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

主
催
者
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

　
　

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
八
番
二
号

二　

第
一
型
の
研
修
の
期
日
及
び
場
所

期　
　
　

日

場　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

令
元
・
一
一
・
二
四

別
府
市
青
山
町
五
番
七
三
号

別
府
豊
泉
荘

令
元
・
一
二
・　

一

大
分
市
下
宗
方
一
〇
三
五
―
一

大
分
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー

三　

第
二
型
の
研
修
及
び
講
習
の
受
付
期
間
及
び
レ
ポ
ー
ト
提
出
締
切
期
日

　

１　

研
修
の
受
付
期
間
及
び
レ
ポ
ー
ト
提
出
締
切
期
日

研
修
の
受
付
開
始
年
月
日

令
元
・
一
〇
・　

一

受
付
締
切
期
日

令
元
・
一
〇
・
二
〇

レ
ポ
ー
ト
提
出
締
切
期
日

令
元
・
一
一
・
三
〇

　

２　

講
習
の
受
付
期
間
及
び
レ
ポ
ー
ト
提
出
締
切
期
日

講
習
の
受
付
開
始
年
月
日

令
元
・
一
〇
・　

一



令
和
元
年
九
月
三
日

大
分
県
報
（
告
示
）

　
　

㈠　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

　
　
　
　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

　
　

㈡ 　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

　
　
　
　

令
和
元
年
八
月
八
日

二　

届
出
年
月
日

　
　

令
和
元
年
八
月
八
日

三　

関
係
書
類
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
元
年
九
月
三
日
か
ら
令
和
二
年
一
月
三
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　
　

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

四　

そ
の
他

　

 　

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
一

月
三
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下
「
氏

名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

 　

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
六
十
六
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
を
登

録
し
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

登
録
番
号

肥
料
の

種　

類

肥
料
の

名　

称

保　

証

成
分
量

（
％
）

そ
の
他

の
規
格

生
産
業
者
の

氏

名

又

は

名
称
及
び
住
所

登　

録

年
月
日

大
分
県
肥
第

一
一
二
七
号

混
合
有
機

質
肥
料

Ａ
Ｄ
混

合
有
機

ペ
レ
ッ

ト
三
三

窒
素
全
量

三
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇　

含
有
を
許
さ

れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量

及
び
そ
の
他

の
制
限
事
項

株
式
会
社
ア
グ
リ
ド
ッ
ク

茨
城
県
土
浦
市
中
都
町
一
丁

目
五
五
〇
八
番
地

平
三
一
・

三
・
二
〇

適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

　
　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
六
十
五
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

届
出
の
概
要

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

パ
ー
ク
プ
レ
イ
ス
大
分

　
　
　
　

大
分
市
公
園
通
り
西
二
丁
目
一
番

　

２　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　
　

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社

　
　
　
　

代
表
取
締
役　

橋　

本　
　
　

勝

　
　
　
　
　

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号

　

３　

変
更
し
た
事
項

　
　

㈠　

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

　
　
　
　

変
更
前　

代
表
取
締
役　

常　

陰　
　
　

均

　
　
　
　

変
更
後　

代
表
取
締
役　

橋　

本　
　
　

勝

　
　

㈡ 　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

　
　
　
　

変
更
前　

イ
オ
ン
九
州
株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

山　

口　

聡　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
南
二
丁
目
九
番
十
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　

外
八
十
七
者

　
　
　
　

変
更
後　

イ
オ
ン
九
州
株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

柴　

田　

祐　

司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
南
二
丁
目
九
番
十
一
号　

　
　
　
　
　
　
　
　

外
八
十
者

　

４　

変
更
の
年
月
日

三



令
和
元
年
九
月
三
日

大
分
県
報
（
告
示
）

四

大
分
県
肥
第

一
一
一
〇
号

混
合
有
機

質
肥
料

六
―
二

Ｂ
Ｆ
有

混

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

二
・
〇

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
四
・

　

二
・　

三

大
分
県
肥
第

一
一
一
二
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
Ｓ
三

三
一

窒
素
全
量

三
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

加
里
全
量

一
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
七
・

　

二
・
二
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
六
十
八
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

肥
料
の
登
録
事
項
の
変
更
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

登
録
番
号

肥
料
の

種　

類

肥
料
の

名　

称

変
更
の
内
容

生
産
業
者
の

氏

名

又

は

名
称
及
び
住
所

変　

更

年
月
日

変　

更

事　

項

変
更
前

変
更
後

大
分
県
肥
第

二
九
二
号

消
石
灰

六
五
・

〇
消
石

灰

代
表
者

代
表
取
締

役柴
田
喜
久

子

代
表
取
締

役髙
畠
明
夫

西
日
本
産
業
株
式
会

社佐
伯
市
大
字
上
岡
一

二
三
七
番
地
の
一

平
三
一
・

　

三
・　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
六
十
九
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の

登
録
は
失
効
し
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

登
録
番
号

肥
料
の

種　

類

肥
料
の

名　

称

保　

証

成
分
量

（
％
）

そ
の
他

の
規
格

生
産
業
者
の

氏

名

又

は

名
称
及
び
住
所

失　

効

年
月
日

含
有
を
許
さ

一
号

加
里
全
量

一
・
〇

は
公
定
規
格

の
と
お
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
六
十
七
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

登
録
番
号

肥
料
の

種　

類

肥
料
の

名　

称

保　

証

成
分
量

（
％
）

そ
の
他

の
規
格

生
産
業
者
の

氏
名
又
は
名
称

及

び

住

所

登
録
有
効

期　
　

限

大
分
県
肥
第

一
〇
一
九
号

魚
廃
物
加

工
肥
料

五
・
三

魚
廃
物

加
工
肥

料

窒
素
全
量

五
・
三

り
ん
酸
全
量

三
・
五

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
は
公
定

規
格
の
と
お
り

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

大
分
市
府
内
町
三
丁
目

五
番
七
号

令
四
・

　

五
・
二
四

大
分
県
肥
第

一
〇
五
〇
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
粒
状

六
六
〇

号

窒
素
全
量

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

六
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
四
・

　

二
・
一
二

大
分
県
肥
第

一
〇
六
六
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
六
一

〇
号

窒
素
全
量

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
四
・

　

七
・
一
七

大
分
県
肥
第

一
一
〇
九
号

混
合
有
機

質
肥
料

四
―
二

Ｎ
Ｋ
有

混

窒
素
全
量　

四
・
〇

り
ん
酸
全
量

二
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
四
・

　

二
・　

三

窒
素
全
量

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株



令
和
元
年
九
月
三
日

大
分
県
報
（
告
示
）

並
び
に
宇
佐
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
七
十
一
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
遊
漁
規
則

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　

大
野
川
漁
業
協
同
組
合

　
　

豊
後
大
野
市
犬
飼
町
久
原
六
八
六
番
地
五

二　

漁
業
権
の
免
許
番
号

　
　

内
共
第
三
号

三　

遊
漁
規
則
の
変
更
の
内
容

変
更
箇
所

変　

更　

後

変　

更　

前

第

七

条

（
遊
漁
料

の
額
及
び

納
付
の
方

法
）
第
一

項

　

第
三
条
に
掲
げ
る
漁
具
、
漁
法
を
使
用
し

て
遊
漁
す
る
場
合
で
大
野
川
漁
業
協
同
組
合

事
務
所
及
び
別
に
定
め
る
遊
漁
券
販
売
所
に

お
い
て
納
付
す
る
と
き
の
遊
漁
料
は
次
の
と

お
り
と
し
、
遊
漁
す
る
場
所
に
お
い
て
納
付

す
る
と
き
は
次
の
表
の
額
に
一
〇
〇
円
を
付

加
し
て
得
た
額
と
す
る
。

　

第
三
条
に
掲
げ
る
漁
具
、
漁
法
を
使
用
し

て
遊
漁
す
る
場
合
で
大
野
川
漁
業
協
同
組
合

事
務
所
及
び
別
に
定
め
る
遊
漁
券
販
売
所
に

お
い
て
納
付
す
る
と
き
の
遊
漁
料
は
次
の
と

お
り
と
し
、
遊
漁
す
る
場
所
に
お
い
て
納
付

す
る
と
き
は
次
の
表
の
額
に
一
〇
〇
円
を
付

加
し
て
得
た
額
と
す
る
。

魚　

種

漁
具
・

漁
法　

期
間

遊
漁
料

魚　

種

漁
具
・

漁
法　

期
間

遊
漁
料

う
な
ぎ
を

除
く
全
魚

種

（
略
）

一
日

二
、
二
○
○
円

う
な
ぎ
を

除
く
全
魚

種

（
略
）

一
日

二
、
一
○
○
円

一
年

五
、
五
○
○
円

一
年

五
、
四
○
○
円

う
な
ぎ

（
略
）

一
年

五
、
五
○
○
円

う
な
ぎ

（
略
）

一
年

五
、
四
○
○
円

あ
ゆ
、
う

な
ぎ
、
え

の
は
を
除

く
全
魚
種

（
略
）

一
日

五
五
〇
円

あ
ゆ
、
う

な
ぎ
、
え

の
は
を
除

く
全
魚
種

（
略
）

一
日

五
四
〇
円

一
年

三
、
三
○
○
円

一
年

三
、
二
○
○
円

四　

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日

　

 　

令
和
二
年
四
月
一
日
。
た
だ
し
、
第
七
条
第
一
項
の
表
の
う
な
ぎ
を
除
く
全
魚
種
の
項
及
び
う
な
ぎ
の

大
分
県
肥
第

一
〇
六
三
号

乾
燥
菌

体
肥
料

Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｓ
Ｏ
Ｉ

Ｌ
（
有

機
質
肥

料
）

窒
素
全
量

五
・
五

り
ん
酸
全
量

二
・
八

れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量

及
び
そ
の
他

の
制
限
事
項

は
公
定
規
格

の
と
お
り

株
式
会
社
オ
オ
タ
ニ

東
京
都
大
田
区
羽
田
二
丁
目

二
六
番
一
〇
号

平
三
一
・

　

二
・　

五

大
分
県
肥
第

一
〇
六
四
号

混
合
有

機
質
肥

料

く
み
あ

い
ぼ
か

し
ペ
レ

ッ
ト
六

二
〇
号

窒
素
全
量

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

二
・
〇

含
有
を
許
さ

れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量

及
び
そ
の
他

の
制
限
事
項

は
公
定
規
格

の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株
式
会

社東
京
都
千
代
田
区
九
段
北
一

丁
目
八
番
一
〇
号

平
三
一
・

　

四
・
一
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
七
十
号

　

次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

宇
佐
市
院
内
町
原
口
字
深
見
代
一
四
六
番
二
・
一
四
八
番
一
・
字
山
ノ
迫
一
五
一
番
・
一
五
二
番
・

　
　

一
六
〇
番
一
（
以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

水
源
の
涵か

ん

養

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

農
道
用
地
と
す
る
た
め

二
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

宇
佐
市
院
内
町
原
口
字
深
見
代
一
四
六
番
二
・
一
四
八
番
一
・
字
山
ノ
迫
一
五
一
番
・
一
五
二
番
・

　
　

一
六
〇
番
一
（
以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

公
衆
の
保
健

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

農
道
用
地
と
す
る
た
め

　

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局

五



令
和
元
年
九
月
三
日

六

大
分
県
報
（
告
示
）

え
）

う
ぐ

い

一
年　

二
、
一
○
〇
円

え
）

う
ぐ

い

一
年　

二
、
〇
○
〇
円

わ
か

さ
ぎ

（
略
）

一
日　
　
　

五
○
〇
円

一
年　

三
、
六
○
〇
円

わ
か

さ
ぎ

（
略
）

一
日　
　
　

五
○
〇
円

一
年　

三
、
五
○
〇
円

舟
・

ボ
ー

ト
使

用

（
略
）

一
年　

五
、
一
○
〇
円

舟
・

ボ
ー

ト
使

用

（
略
）

一
年　

五
、
〇
○
〇
円

（
略
）

一
年　

八
、
二
○
○
円

一
日　

三
、
一
〇
〇
円

（
略
）

一
年　

八
、
○
○
○
円

一
日　

三
、
○
〇
〇
円

四　

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日

　

 　

令
和
二
年
四
月
一
日
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
一
項
の
表
の
こ
い
・
え
の
は
の
項
の
遊
漁
料
の
改
正
は
、

同
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
七
十
三
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
遊
漁
規
則

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　

大
分
川
漁
業
協
同
組
合

　
　

大
分
市
大
字
田
原
字
下
川
原
四
五
一
番
九

二　

漁
業
権
の
免
許
番
号

　
　

内
共
第
八
号

三　

遊
漁
規
則
の
変
更
の
内
容

変
更
箇
所

変　

更　

後

変　

更　

前

第

四

条

（
遊
漁
期

間
）

　

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
魚
種
を
対
象
と

す
る
遊
漁
は
、
そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ
る
期

間
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
魚
種
を
対
象
と

す
る
遊
漁
は
、
そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ
る
期

間
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

魚　

種

期　

間

魚　

種

期　

間

あ
ゆ

（
略
）

あ
ゆ

（
略
）

あ
ま
ご
（
え

の
は
）

（
略
）

あ
ま
ご
（
え

の
は
）

（
略
）

項
の
遊
漁
料
の
改
正
は
、
同
年
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
七
十
二
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
遊
漁
規
則

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　

日
田
漁
業
協
同
組
合

　
　

日
田
市
大
字
高
瀬
字
小
シ
マ
一
一
六
六
ー
三

二　

漁
業
権
の
免
許
番
号 

　
　

内
共
第
七
号

三　

遊
漁
規
則
の
変
更
の
内
容

変
更
箇

所　
　

変　

更　

後

変　

更　

前

第
六
条

（
遊
漁

料
の
額

及
び
納

付

方

法
）
第

一
項

　

遊
漁
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た

だ
し
、
遊
漁
者
が
高
校
生
以
下
の
と
き
は
、
無

料
。
肢
体
不
自
由
者
の
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

　

遊
漁
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た

だ
し
、
遊
漁
者
が
高
校
生
以
下
の
と
き
は
、
無

料
。
肢
体
不
自
由
者
の
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

魚
種

漁
具　

漁
法

遊　

漁　

料

魚
種

漁
具　

漁
法

遊　

漁　

料

あ
ゆ

（
略
）

一
日　

三
、
一
○
〇
円

一
年
一
○
、
二
○
〇
円

あ
ゆ

（
略
）

一
日　

三
、
○
○
〇
円

一
年
一
○
、
○
○
〇
円

う
な

ぎ

（
略
）

一
年
一
○
、
二
○
〇
円

う
な

ぎ

（
略
）

一
年
一
○
、
○
○
〇
円

ス
ッ

ポ
ン

（
略
）

一
年　

六
、
二
○
○
円

ス
ッ

ポ
ン

（
略
）

一
年　

六
、
○
○
○
円

こ
い

え
の

は

（
略
）

一
日　

一
、
一
○
〇
円

一
年　

三
、
六
○
〇
円

こ
い

え
の

は

（
略
）

一
日　

一
、
○
○
〇
円

一
年　

三
、
五
○
〇
円

ふ
な

お
い

か
わ

（
は

（
略
）

一
日　
　
　

三
○
〇
円

ふ
な

お
い

か
わ

（
は

（
略
）

一
日　
　
　

三
○
〇
円



令
和
元
年
九
月
三
日

大
分
県
報
（
告
示
・
選
管
委
告
示
）

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
号

　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
一
日
執
行
の
大
分
市
長
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
に
関
し
、
大
分
市
舞
鶴
町

一
丁
目
十
二
番
十
七
号
首
藤
淑
子
か
ら
提
起
さ
れ
た
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
裁
決
し
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

一　
　
　

木　
　
　

俊　
　
　

葊　

わ
か
さ
ぎ

十
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
十

日
ま
で

わ
か
さ
ぎ

十
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

様
式

（
一
）
遊

漁

承

認

証
・
表

表
表

遊
漁
承
認
証

（１
級

）

下
記
の
通
り
遊
漁
承
認
し
ま
す

。

記

遊
漁
承
認
証

（１
級

）

下
記
の
通
り
遊
漁
承
認
し
ま
す

。

記

遊漁者

N
o

　
　
　
年　
月　
日

遊漁者

N
o

平
成　
年　
月　
日

住
所

（T
E

L

　
　
　
　
　
　

）

住
所

（T
E

L

　
　
　
　
　
　

）

氏
名

年
令
　
才

氏
名

年
令
　
才

承
認
期
間

 

　
発
行
日
よ
り　
　
　
年　

月　

日
ま
で

魚
種　

（略

）

漁
具
漁
法　

（略

）

漁
場　

（略

）

遊
漁
料　

（略

）

大
分
川
漁
業
協
同
組
合　
㊞

承
認
期
間

 

　
発
行
日
よ
り
平
成　

年　
月　

日
ま
で

魚
種　

（略

）

漁
具
漁
法　

（略

）

漁
場　

（略
）

遊
漁
料　
（略
）
大
分
川
漁
業
協
同
組
合　
㊞

＜
注
意
事
項
＞

１
８　

（略

）

９

 

　
下
記
の
魚
類
は
禁
漁
期
間
中
採
捕
し
て

は
な
ら
な
い

。

＜
注
意
事
項
＞

１
８　

（略

）

９

 

　
下
記
の
魚
類
は
禁
漁
期
間
中
採
捕
し
て

は
な
ら
な
い

。

魚　
種

禁
漁
期
間

魚　
種

禁
漁
期
間

あ
ゆ

（略

）

あ
ゆ

（略

）

え
の
は

（略

）

え
の
は

（略

）

わ
か
さ
ぎ
４
月

1
1日

９
月

3
0日

わ
か
さ
ぎ
４
月
１
日
９
月

3
0日

　

※　

（略

）

　

※　

（略

）

四　

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日

　
　

令
和
元
年
八
月
十
三
日

○
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

裁
　

　
　

決
　

　
　

書

大
分

県
大

分
市

舞
鶴

町
１

丁
目

1
2
番

1
7
号

審
査

申
立

人
　

首
藤

　
淑

子
　

　
　

　
　

　
審

査
申

立
人

（
以

下
「

申
立

人
」

と
い

う
。

）
か

ら
令

和
元

年
６

月
2
5
日

付
け

で
提

起
さ

れ
た

同
年

４
月

2
1
日

執
行

の
大

分
市

長
選

挙
（

以
下

「
本

件
選

挙
」

と
い

う
。

）
に

お
け

る
選

挙
の

効
力

に
関

す
る

審
査

の

申
立

て
に

つ
い

て
、

大
分

県
選

挙
管

理
委

員
会

（
以

下
「

当
委

員
会

」
と

い
う

。
）

は
、

次
の

と
お

り
裁

決

す
る

。

主
　

　
　

　
　

　
　

文

　
本

件
審

査
の

申
立

て
を

棄
却

す
る

。

理
　

　
　

　
　

　
　

由

第
１

　
審

査
申

立
て

の
要

旨

１
　

審
査

申
立

て
の

経
緯

　
⑴

　
異

議
申

出
の

棄
却

　

　
　

ア
 　

申
立

人
は

、
本

件
選

挙
に

お
け

る
選

挙
の

効
力

に
関

し
、

令
和

元
年

５
月

７
日

に
大

分
市

選
挙

管

理
委

員
会

（
以

下
「

市
委

員
会

」
と

い
う

。
）

に
対

し
異

議
を

申
し

出
た

。

　
　

イ
 　

市
委

員
会

は
、

同
年

６
月

３
日

、
異

議
の

申
出

を
棄

却
す

る
決

定
（

以
下

「
原

決
定

」
と

い

う
。

）
を

し
た

。

　
⑵

　
審

査
の

申
立

て

　
　

 　
申

立
人

は
、

原
決

定
を

不
服

と
し

て
、

同
年

６
月

2
5
日

、
当

委
員

会
に

対
し

、
原

決
定

を
取

り
消

し
、

本
件

選
挙

を
無

効
と

す
る

裁
決

を
求

め
る

審
査

を
申

し
立

て
た

。

２
　

審
査

申
立

て
の

理
由

　
 　

審
査

申
立

書
、

反
論

書
及

び
口

頭
意

見
陳

述
に

お
け

る
主

張
か

ら
、

そ
の

理
由

と
す

る
と

こ
ろ

を
要

約

す
れ

ば
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。

　
⑴

 　
平

成
2
7
年

、
平

成
2
8
年

に
、

申
立

人
は

拉
致

、
監

禁
さ

れ
た

が
、

こ
れ

に
は

大
分

市
役

所
職

員
等

が

関
わ

っ
て

お
り

、
そ

の
総

責
任

者
が

本
件

選
挙

の
当

選
人

佐
藤

樹
一

郎
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
本

件
選

挙

は
無

効
で

あ
る

。

七



令
和
元
年
九
月
三
日

八

大
分
県
報
（
選
管
委
告
示
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
一
号

　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
一
日
執
行
の
大
分
市
長
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
し
、
大
分
市
舞
鶴
町

一
丁
目
十
二
番
十
七
号
首
藤
淑
子
か
ら
提
起
さ
れ
た
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
裁
決
し
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

一　
　
　

木　
　
　

俊　
　
　

葊　

　
　

令
和

元
年

８
月

2
2
日

大
分

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　

委
員

長
　

　
一

　
　

　
木

　
　

　
俊

　
　

　
葊

　

委
　

員
　

　
大

　
津

　
留

　
　

　
　

　
　

　
源

　

委
　

員
　

　
矢

　
　

　
野

　
　

　
利

　
　

　
幸

　

委
　

員
　

　
秦

　
　

　
　

　
　

　
喜

　
美

　
恵

　

教
　

　
　

　
　

　
　

示

　
こ

の
裁

決
に

不
服

が
あ

る
と

き
は

、
当

委
員

会
を

被
告

と
し

て
、

こ
の

裁
決

書
の

交
付

を
受

け
た

日
又

は

公
職

選
挙

法
第

2
1
5
条

の
規

定
に

よ
る

告
示

の
日

か
ら

3
0
日

以
内

に
、

福
岡

高
等

裁
判

所
に

訴
訟

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

る
（

公
職

選
挙

法
第

2
0
7
条

）
。

裁
　

　
　

決
　

　
　

書

大
分

県
大

分
市

舞
鶴

町
１

丁
目

1
2
番

1
7
号

審
査

申
立

人
　

首
藤

　
淑

子
　

　
　

　
　

　
審

査
申

立
人

（
以

下
「

申
立

人
」

と
い

う
。

）
か

ら
令

和
元

年
６

月
2
5
日

付
け

で
提

起
さ

れ
た

同
年

４
月

2
1
日

執
行

の
大

分
市

長
選

挙
（

以
下

「
本

件
選

挙
」

と
い

う
。

）
に

お
け

る
当

選
の

効
力

に
関

す
る

審
査

の

申
立

て
に

つ
い

て
、

大
分

県
選

挙
管

理
委

員
会

（
以

下
「

当
委

員
会

」
と

い
う

。
）

は
、

次
の

と
お

り
裁

決

す
る

。

主
　

　
　

　
　

　
　

文

　
本

件
審

査
の

申
立

て
を

棄
却

す
る

。

理
　

　
　

　
　

　
　

由

第
１

　
審

査
申

立
て

の
要

旨

１
　

審
査

申
立

て
の

経
緯

　
⑴

　
異

議
申

出
の

棄
却

　

　
　

ア
 　

申
立

人
は

、
本

件
選

挙
に

お
け

る
当

選
の

効
力

に
関

し
、

令
和

元
年

５
月

７
日

に
大

分
市

選
挙

管

理
委

員
会

（
以

下
「

市
委

員
会

」
と

い
う

。
）

に
対

し
異

議
を

申
し

出
た

。

　
　

イ
 　

市
委

員
会

は
、

同
年

６
月

３
日

、
異

議
の

申
出

を
棄

却
す

る
決

定
（

以
下

「
原

決
定

」
と

い

　
⑵

　
市

委
員

会
も

、
⑴

の
事

実
を

知
り

な
が

ら
選

挙
を

執
行

し
た

の
で

あ
れ

ば
責

任
が

あ
る

。

　
⑶

 　
大

分
県

選
挙

管
理

委
員

会
及

び
市

委
員

会
が

す
べ

き
こ

と
は

、
ま

ず
記

者
会

見
を

開
く

こ
と

、
そ

し

て
申

立
人

が
市

委
員

会
に

提
出

し
た

異
議

申
出

書
等

を
県

民
、

市
民

に
公

に
す

る
こ

と
で

あ
る

。

第
２

　
裁

決
の

理
由

　
当

委
員

会
は

、
本

件
審

査
の

申
立

て
が

形
式

的
要

件
を

備
え

た
も

の
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
こ

れ
を

適
法

な

も
の

と
認

め
、

受
理

し
た

後
、

市
委

員
会

か
ら

は
弁

明
書

を
、

申
立

人
か

ら
は

反
論

書
を

徴
し

、
口

頭
意

見

陳
述

の
機

会
を

設
け

た
上

で
、

慎
重

に
審

理
を

行
っ

た
。

　
・

 　
選

挙
が

無
効

と
さ

れ
る

の
は

、
公

職
選

挙
法

（
昭

和
2
5
年

法
律

第
1
0
0
号

）
第

2
0
5
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

選
挙

の
規

定
に

違
反

す
る

こ
と

が
あ

る
と

き
で

、
か

つ
、

そ
の

規
定

違
反

が
選

挙
の

結
果

に

異
動

を
及

ぼ
す

虞
が

あ
る

場
合

に
限

ら
れ

る
。

　
・

 　
こ

こ
で

い
う

「
選

挙
の

規
定

に
違

反
す

る
こ

と
が

あ
る

と
き

」
と

は
「

主
と

し
て

、
選

挙
管

理
の

任

に
あ

る
機

関
が

選
挙

の
管

理
執

行
の

手
続

に
関

す
る

明
文

の
規

定
に

違
反

す
る

こ
と

が
あ

る
と

き
又

は

直
接

か
よ

う
な

明
文

の
規

定
は

存
在

し
な

い
が

選
挙

法
の

基
本

理
念

た
る

選
挙

の
自

由
公

正
の

原
則

が

著
し

く
阻

害
さ

れ
る

と
き

を
指

す
も

の
」

（
昭

和
2
7
年

1
2
月

４
日

最
高

裁
判

決
）

と
さ

れ
て

い
る

。

　
・

 　
ま

た
「

選
挙

の
結

果
に

異
動

を
及

ぼ
す

虞
が

あ
る

場
合

」
と

は
「

そ
の

違
反

が
な

か
っ

た
な

ら
ば

、

選
挙

の
結

果
、

す
な

わ
ち

候
補

者
の

当
落

に
、

現
実

に
生

じ
た

と
こ

ろ
と

異
っ

た
結

果
の

生
ず

る
可

能

性
の

あ
る

場
合

を
い

う
も

の
」

（
昭

和
2
9
年

９
月

2
4
日

最
高

裁
判

決
）

と
さ

れ
て

い
る

。

　
・

 　
そ

し
て

、
選

挙
に

不
正

行
為

が
あ

っ
た

事
実

に
つ

い
て

は
、

「
選

挙
の

無
効

を
主

張
す

る
者

に
お

い

て
立

証
す

る
責

任
が

あ
る

」
（

昭
和

2
3
年

７
月

2
9
日

最
高

裁
判

決
）

と
さ

れ
て

い
る

。

　
当

委
員

会
は

、
こ

の
よ

う
な

観
点

か
ら

、
審

査
申

立
て

の
理

由
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
判

断
す

る
。

１
　

審
査

申
立

て
の

理
由

⑴
及

び
⑵

に
つ

い
て

　
 　

申
立

人
は

、
本

件
選

挙
が

無
効

で
あ

る
と

主
張

す
る

が
、

具
体

的
な

事
実

に
基

づ
く

主
張

は
な

く
、

本

件
選

挙
と

は
無

関
係

の
事

実
又

は
申

立
人

の
憶

測
を

主
張

す
る

の
み

で
あ

り
、

選
挙

の
規

定
に

違
反

し
、

か
つ

、
選

挙
の

結
果

に
異

動
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
と

は
到

底
認

め
ら

れ
な

い
。

　
　

よ
っ

て
、

申
立

人
の

主
張

は
採

用
で

き
な

い
。

２
　

審
査

申
立

て
の

理
由

⑶
に

つ
い

て

　
 　

申
立

人
の

主
張

は
、

選
挙

の
効

力
の

審
理

に
無

関
係

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

こ
の

請
求

に
対

応
す

る
こ

と

が
必

要
と

は
認

め
ら

れ
な

い
。

第
３

　
結

論

　
以

上
の

と
お

り
、

原
決

定
を

取
り

消
し

、
本

件
選

挙
に

お
け

る
選

挙
の

効
力

を
無

効
と

す
る

申
立

人
の

主

張
は

理
由

が
な

い
。

　
よ

っ
て

、
主

文
の

と
お

り
裁

決
す

る
。



令
和
元
年
九
月
三
日

大
分
県
報
（
選
管
委
告
示
・
警
察
本
部
訓
令
）

同
法

第
1
1
条

、
同

法
第

1
1
条

の
２

及
び

同
法

第
2
5
2
条

並
び

に
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
2
3
年

法
律

第
1
9
4

号
）

第
2
8
条

に
規

定
す

る
被

選
挙

権
を

有
し

な
い

者
に

は
該

当
し

な
い

こ
と

に
つ

い
て

確
認

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

、
地

方
自

治
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
6
7
号

）
第

1
4
2
条

に
規

定
す

る
関

係
を

有
す

る
に

も
か

か

わ
ら

ず
公

職
選

挙
法

第
1
0
4
条

の
届

出
を

し
て

い
な

い
当

選
者

で
あ

る
と

の
確

認
は

で
き

ず
、

本
件

当
選

人
が

、
当

選
人

と
な

り
得

る
資

格
を

有
し

て
い

な
い

と
は

認
め

ら
れ

な
い

。

　
　

よ
っ

て
、

申
立

人
の

主
張

は
採

用
で

き
な

い
。

２
　

審
査

申
立

て
の

理
由

⑵
に

つ
い

て

　
 　

申
立

人
の

主
張

は
、

当
選

の
効

力
の

審
理

に
無

関
係

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

こ
の

請
求

に
対

応
す

る
こ

と

が
必

要
と

は
認

め
ら

れ
な

い
。

第
３

　
結

論

　
以

上
の

と
お

り
、

原
決

定
を

取
り

消
し

、
本

件
当

選
人

の
当

選
を

無
効

と
す

る
申

立
人

の
主

張
は

理
由

が

な
い

。

　
よ

っ
て

、
主

文
の

と
お

り
裁

決
す

る
。

　
　

令
和

元
年

８
月

2
2
日

大
分

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
　

　

委
員

長
　

　
一

　
　

　
木

　
　

　
俊

　
　

　
葊

　

委
　

員
　

　
大

　
津

　
留

　
　

　
　

　
　

　
源

　

委
　

員
　

　
矢

　
　

　
野

　
　

　
利

　
　

　
幸

　

委
　

員
　

　
秦

　
　

　
　

　
　

　
喜

　
美

　
恵

　

教
　

　
　

　
　

　
　

示

　
こ

の
裁

決
に

不
服

が
あ

る
と

き
は

、
当

委
員

会
を

被
告

と
し

て
、

こ
の

裁
決

書
の

交
付

を
受

け
た

日
又

は

公
職

選
挙

法
第

2
1
5
条

の
規

定
に

よ
る

告
示

の
日

か
ら

3
0
日

以
内

に
、

福
岡

高
等

裁
判

所
に

訴
訟

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

る
（

公
職

選
挙

法
第

2
0
7
条

）
。

う
。

）
を

し
た

。

　
⑵

　
審

査
の

申
立

て

　
　

 　
申

立
人

は
、

原
決

定
を

不
服

と
し

て
、

同
年

６
月

2
5
日

、
当

委
員

会
に

対
し

、
原

決
定

を
取

り
消

し
、

本
件

選
挙

の
当

選
人

佐
藤

樹
一

郎
（

以
下

「
本

件
当

選
人

」
と

い
う

。
）

の
当

選
を

無
効

と
す

る

裁
決

を
求

め
る

審
査

を
申

し
立

て
た

。

２
　

審
査

申
立

て
の

理
由

　
 　

審
査

申
立

書
、

反
論

書
及

び
口

頭
意

見
陳

述
に

お
け

る
主

張
か

ら
、

そ
の

理
由

と
す

る
と

こ
ろ

を
要

約

す
れ

ば
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。

　
⑴

 　
平

成
2
7
年

、
平

成
2
8
年

に
、

申
立

人
は

拉
致

、
監

禁
さ

れ
た

が
、

こ
れ

に
は

大
分

市
役

所
職

員
等

が

関
わ

っ
て

お
り

、
そ

の
総

責
任

者
が

本
件

当
選

人
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
本

件
当

選
人

の
当

選
人

た
る

資

格
に

関
し

て
の

審
査

の
申

立
て

を
行

い
、

こ
の

当
選

は
無

効
で

あ
る

と
強

く
求

め
る

。

　
⑵

 　
大

分
県

選
挙

管
理

委
員

会
及

び
市

委
員

会
が

す
べ

き
こ

と
は

、
ま

ず
記

者
会

見
を

開
く

こ
と

、
そ

し

て
申

立
人

が
市

委
員

会
に

提
出

し
た

異
議

申
出

書
等

を
県

民
、

市
民

に
公

に
す

る
こ

と
で

あ
る

。

第
２

　
裁

決
の

理
由

　
当

委
員

会
は

、
本

件
審

査
の

申
立

て
が

形
式

的
要

件
を

備
え

た
も

の
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
こ

れ
を

適
法

な

も
の

と
認

め
、

受
理

し
た

後
、

市
委

員
会

か
ら

は
弁

明
書

を
、

申
立

人
か

ら
は

反
論

書
を

徴
し

、
口

頭
意

見

陳
述

の
機

会
を

設
け

た
上

で
、

慎
重

に
審

理
を

行
っ

た
。

　
・

 　
当

選
の

効
力

に
関

す
る

訴
訟

に
お

い
て

は
、

当
選

無
効

と
な

る
違

法
事

由
は

、
「

当
選

無
効

は
当

該

選
挙

が
有

効
に

行
わ

れ
た

こ
と

を
当

然
の

前
提

と
す

る
も

の
で

あ
る

と
こ

ろ
、

そ
の

（
当

選
無

効
）

原

因
と

な
り

得
べ

き
違

法
事

由
に

は
、

当
該

当
選

人
決

定
に

つ
い

て
の

違
法

即
ち

、
当

選
人

を
決

定
し

た

機
関

の
構

成
や

決
定

手
続

の
違

法
、

各
候

補
者

の
有

効
得

票
数

の
算

定
の

違
法

、
当

選
人

と
な

り
得

る

資
格

の
有

無
の

認
定

に
関

す
る

違
法

等
の

み
が

こ
れ

に
当

た
る

も
の

と
解

す
る

の
が

相
当

で
あ

る
。

」

（
平

成
４

年
1
2
月

1
7
日

名
古

屋
高

裁
判

決
、

同
旨

昭
和

2
8
年

２
月

1
7
日

東
京

高
裁

判
決

）
と

さ
れ

て
い

る
。

　
当

委
員

会
は

、
こ

の
よ

う
な

観
点

か
ら

、
審

査
申

立
て

の
理

由
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
判

断
す

る
。

１
　

審
査

申
立

て
の

理
由

⑴
に

つ
い

て

　
 　

当
選

人
と

な
り

得
る

た
め

に
は

、
候

補
者

で
あ

る
こ

と
及

び
被

選
挙

権
を

有
す

る
こ

と
等

の
資

格
が

必

要
と

さ
れ

る
。

申
立

人
は

、
本

件
当

選
人

の
当

選
人

た
る

資
格

に
関

し
て

の
異

議
が

あ
る

と
主

張
す

る

が
、

本
件

当
選

人
が

当
選

人
た

る
資

格
を

欠
く

こ
と

に
つ

い
て

具
体

的
な

事
実

に
基

づ
く

主
張

は
認

め
ら

れ
ず

、
証

拠
の

提
出

も
な

い
。

　

　
 　

な
お

、
当

委
員

会
が

市
委

員
会

に
確

認
し

た
と

こ
ろ

、
本

件
当

選
人

は
、

立
候

補
届

出
を

適
法

に
受

理

さ
れ

て
お

り
、

公
職

選
挙

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
1
0
0
号

）
第

1
0
条

の
規

定
に

よ
る

被
選

挙
権

を
有

し
、

○
警

察

本

部

訓

令

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
1
0
号

警
　

察
　

本
　

部
　

警
　

察
　

学
　

校
　

警
　

　
察

　
　

署
　

　
警

視
等

の
昇

任
選

考
考

査
に

関
す

る
規

程
（

平
成

1
7
年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
甲

第
1
0
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

九



令
和
元
年
九
月
三
日

一
〇

大
分
県
報
（
警
察
本
部
訓
令
・
公
告
）

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

　
　

汎
用
電
子
計
算
装
置
等　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
警
察
本
部
警
務
部
情
報
管
理
課

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
元
年
六
月
二
十
七
日

四　

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

株
式
会
社
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ　

専
務
取
締
役　

依　

田　
　
　

茂

　
　

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
番
一
号

五　

落
札
金
額

　
　

九
百
九
十
九
万
円
（
月
額
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

　
　

令
和
元
年
六
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

　
　

大
分
県
警
察
通
信
指
令
シ
ス
テ
ム
機
器　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
地
域
課
通
信
指
令
室

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
元
年
七
月
三
日

四　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
九
州
支
店　

九
州
支
店
長　

野　

田　

隆　

之

　
　

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
御
供
所
町
一
番
一
号

五　

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　

千
五
百
七
十
八
万
八
千
八
百
円
（
月
額
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

○
公
　
　
　
　
　
告

　

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

　
　

大
分
県
警
察
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
用
通
信
機
器　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
警
察
本
部
警
務
部
情
報
管
理
課

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
元
年
六
月
二
十
七
日

四　

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
九
州
支
店　

九
州
支
店
長　

野　

田　

隆　

之

　
　

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
御
供
所
町
一
番
一
号

五　

落
札
金
額

　
　

百
三
十
万
二
千
四
百
八
十
円
（
月
額
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

　
　

令
和
元
年
六
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　
　

令
和

元
年

９
月

３
日

大
分

県
警

察
本

部
長

　
石

　
川

　
泰

　
三

　

　
別

表
中

「
課

長
補

佐
級

在
級

９
年

」
を

「
課

長
補

佐
級

在
級

７
年

」
に

、
「

副
部

長
級

在
職

９
年

」
を

「
副

部
長

級
在

職
８

年
」

に
改

め
る

。

　
　
　
附
　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
令

和
元

年
９

月
３

日
か

ら
施

行
す

る
。



令
和
元
年
九
月
三
日

大
分
県
報
（
公
告
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

随
意
契
約

七　

随
意
契
約
の
理
由

　
　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
該
当

一
一


